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JSG ニュースレター 

営利事業が 2018 年度において IFRS 又は EAS の会計

基準改訂に伴い期首剰余金を遡及調整した場合における

未処分利益の減算項目規定について、財政部が解釈通達

を公表予定 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

台湾財政部は近日解釈通達を発行し、営利事業が 2018（民国 109）年

度において、2020（民国 109）1 月 15 日付台財税字第 10800614920 号

通達（以下「2020 年 1 月通達」）の規定に基づき、IFRS（国際財務報告

基準）又は EAS（企業会計準則公報）の会計基準改訂等のために、2018

年度の期首剰余金の遡及調整による増加額を当該年度の未処分利益に合算

した場合、新型コロナウィルス関連特別条例の施行期間(2020 年 1 月 15

日から 2021 年 6 月 30 日まで)においては、当該剰余金の増加に伴い分配

した配当または利益について、2018 年度の未処分利益からの減算項目と

して計上することができることとする予定です。 

 

財政部発行のニュースレターによる説明は以下の通りです。 

設例：甲社（12月決算）は、2018年度から IFRS9号を新たな会計基準と

して適用開始することに伴う 2018 年度の期首剰余金増加額は新台

湾ドル（以下同様）5,000 万元であった。2019 年度中に開催した
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株主総会決議による利益分配時において、上記の剰余金増加分につ

いては株主への分配を行わなかった。 

 甲社が 2020 年 5 月に当該剰余金増加分のうち 2,000 万元を株

主に配当した場合、2020 年 6 月における 2018 年度分未処分利

益の申告時には、分配していない差額の 3,000 万元についての

み 5％の追加課税を申告納税するのみで良い。  

 その後、2021 年 5 月に上記の 3,000 万元を株主に分配する場

合、国税局に対し更正の請求を行い 2018 年度分未処分利益申告

書を 3,000 万元減算修正するとともに過納税額の還付申請を行

うことができる。 

勤業衆信の見解 

    新型コロナウィルス（COVID-19）の影響を受けている営利事業は、

事業運営の必要からキャッシュの確保が急務と言えます。営利事業が

2018 年度の未処分利益追加課税分の申告において、以下に纏めた三項

目の新規定を活用し、適用の優先順序を策定の上、要納税額を抑えた

り、国税局に納税の延期や分納を申請することで資金面での負担を軽減

することが期待されます。 

 

１．産業創新条例第 23 条の 3 に規定する未処分利益の実質的投資に関

する所得控除を利用し、2019 年 1 月 1 日から営利事業所得税確定

申告までに生じる資本的支出を未処分利益からの減算項目とする。

確定申告後から2021年度内に生じる資本的支出について、2018年

度の未処分利益減算項目として修正申告の上、過納税額について還

付を受ける。 

2.   財政部が近日公表予定の、「営利事業が 2020 年度第 1 四半期に生

じた損失について財務諸表の会計士レビューを受けた場合、上半期

の損失を見積換算の上 2018 年度の未処分利益から減算可能」とす

る通達を利用する。 

3.  本ニュースレターで解説するように、営利事業が 2018（民国 109）

年度において、IFRS又はEASの会計基準改訂等のために、2018年

度の期首剰余金の遡及調整による増加額を当該年度の未処分利益に

合算した場合、2020 年 1 月 15 日から 2021 年 6 月 30 日までの

期間において、当該剰余金の増加に伴い分配した配当または利益に

ついて、2018 年度の未処分利益からの減算項目とする。 
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ムです。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立
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日商組新聞稿 

財政部近期將核釋營利事業 107 年度採用 IFRS 

或 EAS 公報，因會計準則版本變動致追溯調整當 

年度期初保留盈餘數之未分配盈餘減除項目規定 

 

 

 

財政部將於近日核釋，營利事業 107 年度依該部 109 年 1 月 15 日台財

稅字第 10800614920 號令(下稱 109 年 1 月令)之規定，因 IFRS 或 EAS 公報

之計準則版本變動等，追溯調整 107 年度之期初保留盈餘淨增加數併計該年

度未分配盈餘者，於紓困條例施行期間(109 年 1 月 15 日至 110 年 6 月 30

日)，自該保留盈餘淨增加數所分配之股利或盈餘，得列為計算 107 年度未分

配盈餘之減除項目。  

財政部新聞稿舉例說明如下：  

甲公司 107 年度因採 IFRS 9 新會計公報，追溯調整 107 年度期初保留盈餘

產生淨增加數 5,000 萬元，108 年度股東會決議分配盈餘時，未就上開保留

盈餘增加數分配予股東。  

 甲公司在 109 年 5 月就該筆保留盈餘增加數 2,000 萬元分配予股東，

109 年 6 月申報 107 年度未分配盈餘時，僅須就尚未分配之盈餘 3 千

萬元加徵 5%營所稅 
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 甲公司嗣於 110 年 5 月再就上開保留盈餘增加數 3 千萬元分配予股

東，可向國稅局申請更正 107 年度未分配盈餘申報書再減除 3 千萬

元，並申請退還溢繳稅款。 

 

勤業眾信觀點  

 

受 COVID-19 疫情影響之營利事業，目前首要之務是保留現金因應營運需

求，營利事業於申報 107 年未分配盈餘稅時，應善用以下三項新規定，妥為

規劃適用之優先順序，以減少應納稅額，並可向國稅局由請延期或分期繳

稅，減輕資金需求的壓力：  

1.   產業創新條例 23 條之 3 之未分配盈餘實質投資減除規定，就 108 年 1 月 

1 日起截至辦理結算申報前已發生之資本支出作為 107 年度未分配盈餘減

除項目；規劃申報後至 110 年度資本支出，可更正作為 107 年度未分配盈

餘減除項目，退還溢繳稅款。  

2.   財政部近日將核釋營利事業 109 年度第 1 季財務報表虧損經會計師核閱 

者，得換算 109 年度上半年估計虧損，列為 107 年度未分配盈餘之減除 

項目。  

3.   財政部近期將核釋營利事業 107 年度採用 IFRS 或 EAS 公報，因會計準 

則版本變動致追溯調整當年度期初保留盈餘數之未分配盈餘，於 109 年 1

月 15 日至 110 年 6 月 30 日間，自該保留盈餘淨增加數所分配之股利或盈

餘，得列為計算 107 年度未分配盈餘之減除項目。  

 

若有疑問或相關意見，歡迎您與我們聯繫。 
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